












別図 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物・事業系一般廃棄物管理組織

：東洋紡へ業務委託
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東洋紡エムシー　岩国サイト
別紙２－１

所在地（市町名） 岩国市 事業の種類 化学繊維製造業

（ 単位 ： トン ）

種　　　　　　　類 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画

燃え殻

汚泥 181.3 150.0 181.3 150.0 181.3 150.0

廃油 111.6 100.0 111.6 100.0 111.6 100.0 41.3 35.0 1.8 1.0

廃酸 32.8 25.0 32.8 25.0 32.8 25.0

廃アルカリ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

廃プラスチック類 2,066.4 1,500.0 2,066.4 1,500.0 2,066.4 1,500.0 5.0 3.0

紙くず

木くず

繊維くず

動植物性残さ

動物系固形不要物

ゴムくず

金属くず 4.6 3.5 4.6 3.5 3.1 2.5

ガラスくず、コンクリートくず、
陶磁器くず

2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0

鉱さい

がれき類

動物のふん尿

動物の死体

ばいじん

１３号廃棄物

計 　　　    (Ａ) 2,398.9 1,779.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,398.9 1,779.6 2,396.3 1,778.6 46.3 38.0 0.0 0.0 1.8 1.0

認定熱回収業者以外の熱回収
を行う業者への処理委託量

産
　
　
　
　
業
　
　
　
　
廃
　
　
　
　
棄
　
　
　
　
物

排出量区

分

自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量する
産業廃棄物の量

自ら行う中間処理に関する事項 自ら行う埋立処分等に関する事項

自ら埋立処分又は海洋投入処分
を行う産業廃棄物の量

処理委託に関する事項

認定熱回収業者への
処理委託量

全処理委託量
優良認定処理業者への

処理委託量
再生利用業者への

処理委託量

東洋紡エムシー　岩国サイト

排出抑制に関する事項 自ら行う再生利用に関する事項

自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

多量排出事業者の産業廃棄物処理計画書（補足）（令和6年度計画）

多量排出事業者　　名　称



令和６年度　産業廃棄物処理計画書 東洋紡株式会社　岩国事業所 【別紙】 令和６年度　産業廃棄物処理計画書
(第2面) (第2面) (第3面) (第3面)

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 産業廃棄物の分別に関する事項 自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

①現状 ②計画 ①現状 ②計画 ①現状 ②計画 ①現状 ②計画
【前年度
目標】

【前年度(令和5年度)実績】 【目標】
【前年度
目標】

【前年度(令和5年度)実績】 【目標】 【前年度(令和5年度)実績】 【目標】
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燃え殻 ― ―

・石炭火力発電所における
燃料の選定(石炭種類)によ
り未燃率を減少させる。
・産業廃棄物焼却炉の燃焼
温度安定化を図り未燃率を
減少させる。

―

・石炭火力発電所における燃
料の選定(石炭種類)により未
燃率を減少させる。(継続)
・産業廃棄物焼却炉の燃焼温
度安定化を図り未燃率を減少
させる。(継続)
・発電所の燃料を転換し、燃え
殻排出量の低減を図る。

発電所の燃え殻は屋根
つき専用置場に置いて
いる。焼却炉の燃え殻
は蓋付ドラム缶へ入れ
分別化し、専用エリア内
に置いている。

現状を維持す
る。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 燃え殻

汚泥 ― 181.3

・生産効率の向上(省原料
化による削減)
・排水処理槽汚泥は、水分
の管理を行い、発生量を抑
える。

150 現状を継続管理する。

・貯蔵容器(タンク、缶)
などで分別管理をして
いる。
・排水処理槽汚泥は発
生場所で収集、処理委
託する。

現状を継続管理
する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 汚泥

廃油 ― 111.6 有価物化を検討する。 100 現状を継続管理する。
貯蔵容器(タンク、ドラム
缶)などで分別管理をし
ている。

現状を継続管理
する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 廃油

廃酸 ― 32.8
廃酸はボイラー洗浄水が主
で特別な減少策は実施して
いない。

25 現状を継続管理する。
廃酸は洗浄水としてタ
ンクへ貯留

現状を継続管理
する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 廃酸

廃アルカリ ― 0.1

廃アルカリは実験廃液、製
造プロセス洗浄液が主で特
別な減少策は実施していな
い。

0.1 現状を継続管理する。
廃アルカリは専用容器
に入れ保存している。

現状を継続管理
する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 廃アルカリ

廃プラスチック類 ― 2066.4

・生産効率の向上(省原料
化による削減)
・製品の品質向上（歩留り
率向上による削減）
・有価物化を検討する。

1,500

・生産効率の向上(省原料化に
よる削減)(継続)
・製品の品質向上（歩留り率向
上による削減）(継続)
・有価物化を検討する。(継続)

廃プラスチック類の専
用置場として区画して
いる。

現状を継続管理
する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 廃プラスチック類

紙屑 ― ― 紙屑は特に実施していない ― 紙くず(産廃)を排出しない
紙屑はリサイクル用と
分別し、管理をしてい
る。

分別管理を徹底
していく。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 紙屑

木屑 ― ―
木屑はパレット，梱包材な
どが主で特別対策はしてい
ない。

― 現状を継続管理する。
木屑は専用置場として
区画している。

現状を継続管理
する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ─ ― ― 木屑

繊維くず ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ─ ― ― 繊維くず
動植物性残さ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 動植物性残さ
動物系固形不要物 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 動物系固形不要物
ゴムくず ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ゴムくず

金属くず ― 4.6 電池は特に実施していない 3.5 特に予定はない

水銀電池等の水銀使
用製品産業廃棄物は
専用置場を設置し分別
管理している。

現状を継続管理
する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 金属くず

ガラス屑 ― 2
蛍光管からLED照明への代
替を進める。

1

蛍光管からLED照明への代替
を進める。(継続)
ガラス瓶の有価売却を検討す
る。

蛍光管等の水銀使用
製品産業廃棄物は専
用置場を設置し分別管
理している。

現状を継続管理
する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ガラス屑

鉱さい ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 鉱さい
がれき類 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― がれき類
動物のふん尿 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 動物のふん尿
動物の死体 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 動物の死体

ばいじん ― ― ― ― ―

発電所の煤塵は屋根つ
き専用置場に置いてい
る。焼却炉のばいじん
は蓋付ドラム缶へ入れ
分別化し、専用エリア内
に置いている。

現状を維持す
る。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ばいじん

１３号廃棄物 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― １３号廃棄物
計 0 2398.8 1779.6 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 計
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令和６年度　産業廃棄物処理計画書 東洋紡株式会社　岩国事業所 【別紙】
(第4面) (第5面)

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状 ②計画 ①現状 ②計画
【前年度
目標】

【目標】 【前年度　目標】 【前年度(令和5年度)実績】 【目標】
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― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
再生利用、熱回収が可能である
廃棄物は、再生利用、熱回収が
出来る業者へ委託している。

― ― ― ― ―
・再生利用、熱回収が可能である廃棄物は、再生利
用、熱回収が出来る業者へ委託する。
・委託先処理業者には定期的に現地確認を実施する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 181.3 181.3 155.3 ― ―
再生利用、熱回収が可能である
廃棄物は、再生利用、熱回収が
出来る業者へ委託している。

150 100 100 ― ―
・再生利用、熱回収が可能である廃棄物は、再生利
用、熱回収が出来る業者へ委託する。
・委託先処理業者には定期的に現地確認を実施する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 111.6 111.6 41.3 ― 1.8
再生利用、熱回収が可能である
廃棄物は、再生利用、熱回収が
出来る業者へ委託している。

100 100 70 ― ―

・再生利用、熱回収が可能である廃棄物は、再生利
用、熱回収が出来る業者へ委託する。
・委託先処理業者には定期的に現地確認を実施する。
・自社の産廃焼却炉を廃止するため、その分委託料が
増える予定

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 32.8 32.8 ― ― ―
再生利用、熱回収が可能である
廃棄物は、再生利用、熱回収が
出来る業者へ委託している。

25 25 ― ― ―
・再生利用、熱回収が可能である廃棄物は、再生利
用、熱回収が出来る業者へ委託する。
・委託先処理業者には定期的に現地確認を実施する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0.1 0.1 ― ― ―
再生利用、熱回収が可能である
廃棄物は、再生利用、熱回収が
出来る業者へ委託している。

0.1 0.1 ― ― ―
・再生利用、熱回収が可能である廃棄物は、再生利
用、熱回収が出来る業者へ委託する。
・委託先処理業者には定期的に現地確認を実施する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2066.4 2066.4 5.0 ― ―

再生利用、熱回収が可能である
廃棄物は、再生利用、熱回収が
出来る業者へ委託している。廃
プラの有価物売却が急減速した
為、新規の処理委託を行った。

1,500 1000 450 ― ―

・再生利用、熱回収が可能である廃棄物は、再生利
用、熱回収が出来る業者へ委託する。
・委託先処理業者には定期的に現地確認を実施する。
・自社の産廃焼却炉を廃止するため、その分委託料が
増える予定

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
再生利用、熱回収が可能である
廃棄物は、再生利用、熱回収が
出来る業者へ委託している。

― ― ― ― ―
・再生利用、熱回収が可能である廃棄物は、再生利
用、熱回収が出来る業者へ委託する。
・委託先処理業者には定期的に現地確認を実施する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
再生利用、熱回収が可能である
廃棄物は、再生利用、熱回収が
出来る業者へ委託している。

― ― ― ― ―
・再生利用、熱回収が可能である廃棄物は、再生利
用、熱回収が出来る業者へ委託する。
・委託先処理業者には定期的に現地確認を実施する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 4.6 3.1 ― ― ― ― 3.5 3 ― ― ―
・再生利用、熱回収が可能である廃棄物は、再生利
用、熱回収が出来る業者へ委託する。
・委託先処理業者には定期的に現地確認を実施する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2 1.0 ― ― ―
再生利用、熱回収が可能である
廃棄物は、再生利用、熱回収が
出来る業者へ委託している。

1 1 ― ― ―
・再生利用、熱回収が可能である廃棄物は、再生利
用、熱回収が出来る業者へ委託する。
・委託先処理業者には定期的に現地確認を実施する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
再生利用、熱回収が可能である
廃棄物は、再生利用、熱回収が
出来る業者へ委託している。

― ― ― ― ―
・再生利用、熱回収が可能である廃棄物は、再生利
用、熱回収が出来る業者へ委託する。
・委託先処理業者には定期的に現地確認を実施する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2398.8 2396.3 201.6 0.0 1.8 1779.6 1229.1 620 0 0

(第4面)

【前年度(令和5
年度)実績】

自ら行う産業廃棄物の埋立処分
又は海洋投入処分に関する事項


